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職員一人ひとりのワークライフ
バランスの実現のために…

制度の充実と職場風土の改善
に取り組んでいます。

CHECKポイント

PRポイント

性別に関わらない採用・配置 ○

女性の管理職登用促進 ○

育児休業取得促進 ○

介護休業取得促進 ○

男性の育・介休業促進 ○

時間外労働削減 ○

有給休暇取得促進 ○

ハラスメント対策（セクハラ、
マタハラ、パタハラ、パワハラ） ○

従業員数

総従業員数 35人(沼津支店)
女性割合 約40％

社員の声

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

・女性管理職の登用
・通信教育講座や書籍購入にかかる自己啓発費用補助
・資格奨励金制度による自己啓発意欲の向上
・スキルアップ、キャリアアップのための研修の実施

・子育てサポート企業の認定を受け、２回目の「くるみ
ん認定」を取得

・子が小学校４年生の始期に達するまで利用できる育児
短時間勤務制度と子の看護休暇

・子の看護休暇と介護休暇の取得促進
・特別休暇として取得可能な妊産婦通院休暇・妊娠障害

休暇・通勤時の母体保護休暇
・特別休暇として取得可能な介護休暇（通算186日取得

可能）

・有給休暇取得の促進(年次有給休暇の取得日数を１人
あたり平均15日以上とする）

・有給休暇の半日単位、時間単位での取得が可能
・ハラスメント防止のための相談窓口の設置
・人間ドック、インフルエンザ予防接種など健康管理の

ための費用補助の充実
・特別休暇として最長180日取得可能な療養休暇

事業内容：信用保証

産休、育休を２回取得、現在は時短勤務制度を利用し、
勤務しています。充実した制度と、なにより理解ある職
場のおかげで、ふたりの子供を持ちながら、働き続ける
ことが出来ています。

看護休暇の取得方法も１日単位でしか取得できなかっ
たものを、時間単位で取得可能になるなど、随時利用し
やすいよう制度の見直しもあり、働きやすい職場環境づ
くりを大切に考えてくれる職場だと感じています。
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